
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用には 
事前面談と利用登録 

が必要です。 

こども誰でも通園 
利用開始 のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

➊ 

 

 
➊

  
 

 

令和６年度 川崎市 

  

 
  

  

子育ての不安や悩みについて相談したい方、育児から少し離れてリフレッシュ

したい方、こどもにいつもと違う体験をさせたい方は、ぜひご利用ください。 

利用の手順 や 実施施設は 

裏面をご確認ください。 

【制度に関するお問い合わせ先】 

川崎市 誰でも通園 検索 

 
こども誰でも通園って？    

どんなことができるの？ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施施設一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の施設に 
同時に登録すること 

はできません。 
 

【川崎区】 【幸 区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高津区】 

【中原区】 

利用登録  
 

利用開始までの手順 

事前面談 
 
 

 

利用予約 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用開始 

 
面談を受けないと 

施設の利用は 
できません。 

 

【宮前区】 

 

 

 

 
 

【多摩区】 

 

 

 

【麻生区】 
 


